
 公告 第31号 

令和8年2月12日 

 

次のとおり一般競争入札を執行するので、地方独立行政法人くまもと県北病院契約

規程（平成29年10月1日規程29号）第6条の規定に基づき公告します。 

 

地方独立行政法人くまもと県北病院 

理事長 山下 康行 

 

1 入札に付する事項 

（1）契約管理番号 2025G0020 

（2）案 件 名 清掃管理業務 

（3）履 行 場 所  玉名市玉名550番地 

地方独立行政法人くまもと県北病院 

（4）履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日 

（5）入 札 方 式  入札後資格確認型総合評価一般競争入札 

 

2 担当部局 

〒865-0005 熊本県玉名市玉名550番地 

地方独立行政法人くまもと県北病院 総務課 

電話番号：0968-73-5000 内線320 

 

3 競争入札参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（1） 地方独立行政法人くまもと県北病院契約規程第4条第2項もしくは第3項の規

定に該当すること 

（2） 地方独立行政法人くまもと県北病院契約規程第4条第4項、第5項及び第6項に

該当しないこと 

（3） 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条又は民事再生法（平成11年法律

第225号）第21条の規定による更生手続又は再生手続開始の申立てがなされて

いないこと。 

（4） 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（a） 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、子会社（会

社法（平成17年法律第86号）第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同

じ。）又は子会社の一方が更生会社（会社更生法第2条第7項に規定する更



生会社をいう。以下同じ。）又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手

続が存続中の会社である場合を除く。 

①会社法第2条第4号に規定する親会社(以下｢親会社｣という。)と子会社の関

係にある場合 

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  （b） 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、（a）について

は、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

①一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再 

生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（c） その他の関係 

上記（a）又は（b）と同視し得る資本関係、人的関係があると認められる場合 

（5） 次に掲げる書類を提出期限までに提出できる者であること。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書 

（6） 消費税及び地方消費税その他納税の義務を怠っていないこと。 

（7） 業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 

 

4  提案書一式の提出方法 

（1） 提出書類 

  ア 提案書表紙（A4縦：自由様式） 

  イ 別表「くまもと県北病院清掃管理業務委託総合評価一般競争入札 落札者決定

基準」に記載する提出書類 

 (2)  提出期限 

   令和8年3月6日（金曜日）正午まで 

 (3)  提出場所 

   前記2の担当部局 

(4)  提出方法 

   封緘のうえ持参または郵送により提出すること。 

(5)  提出部数 

   8部 

(6)  仕様書 

   ホームページ上で確認のこと。 

 

5 開札日時・入札書の提出方法 

（1） 入札書の提出方法 



ア 提出方法 

入札書を持参または郵送により提出すること。 

イ 提出期限 

令和8年3月6日（金曜日）正午まで 

ウ 提出場所 

    前記2の担当部局 

（2） 開札の日時及び場所 

ア 初度入札 

（a） 日時 

令和8年3月6日（金曜日）午後2時 

（b） 場所 

玉名市玉名550番地 くまもと県北病院 3階会議室2 

（3） 入札回数 

ア 入札は初度及び再度の2回とする。 

イ 初度入札において、予定価格の範囲内の価格（以下「予定価格内の価格」と

いう。）がない場合は、1回に限り再度の入札を行う。 

ウ 初度入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、再度入札に参加で

きない。 

（4） 開札の立会い 

ア 入札参加者又は代理人（以下「入札参加者等」という。）は、開札に立ち会

うこと（立会人は1社につき1名とする。）。なお、立ち会うことが出来ない場

合は、開札の日時までに前記2の担当部局へ連絡すること。入札参加者等が開札

に立ち会わない場合は、初度の入札に限り、入札事務に関係のない職員を立ち

合わせて行う。 

イ 入札参加者等は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできな

い。 

ウ 入札参加者等は、開札場所に入室しようとするときは、入札執行職員の求め

に応じ、身分証明証（社員証など）を提示しなければならない。 

エ 入札参加者等は、入札執行職員等がやむを得ないと認めた場合のほか、開札

場所を退出することはできない。 

（5） 仕様書 

ホームページ上で確認のこと。 

 

6 入札・仕様書等に関する質問の受付 

（1）質問がある場合は、次に従い添付書式により提出すること 

  ア 提出期限 令和8年2月20日（金曜日）正午まで 



  イ 提出場所 前記2の担当部局 

  ウ 提出方法 電子メールにて提出すること。 

         メール送信後は必ず当法人への着信を確認すること。 

         Mail：somu003@kumakenhoku-hp.jp 

（2）質問に関する回答は、令和8年2月25日（水曜日）までにメールにより行う。当

該回答については、当法人ホームページ上でも公開する。 

 

7 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 

（1） 提出方法 

入札参加者は前記3（5）に掲げる書類を提出（持参または郵送）すること。 

（2） 提出期限 

令和8年3月6日（金曜日）正午まで 

（3） 提出場所 

前記2の担当部局 

（4） 提出部数 

1部 

（5） その他 

入札参加者は、資格確認申請書等を前記（2）の提出期限までに提出できるよう

準備しておくこと。なお、書類の提出にあたっては、次の事項に従うものとす

る。 

ア 提出書類は提出者において作成する。 

イ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

ウ 一旦受領した書類は、返却しない。 

エ 原則として、一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。 

 

8 一般競争入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格の有無については、開札日時を基準として、前記7により提

出された資格確認申請書等により確認する。ただし、開札日以後、落札決定日まで

の間に前記3の一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札

を無効とする。 

 

9  落札者の決定 

 (1) 審査方法 

    審査は、別に設置する、くまもと県北病院清掃管理業務委託選定審査委員会が、

提出された提案書の内容及び入札金額等を評価基準に基づき審査する。 

 

mailto:somu003@kumakenhoku-hp.jp


 (2) 評価項目及び評価基準 

  別表「くまもと県北病院清掃管理業務委託総合評価一般競争入札 落札者決定基

準」のとおり。 

(3) 落札者の決定 

  予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、審査の結果、評価値の

最も高い者から順に入札参加資格の確認を行ったうえで落札者を決定する。なお、

参加業者が１者でも審査を行い、最低基準点を満たしていれば落札者とする。 

 

10 審査結果  

   審査結果は決定後、落札者に文書で通知するものとする。なお、審査結果等につ

いての異議申し立ては受け付けない。  

  

11 審査結果の公表  

   審査結果は、くまもと県北病院ホームページにおいて公表する。なお、公表の内

容は以下のとおりとする。  

(1) 落札者の名称  

(2) 落札金額 

(3) 落札者の点数 

   

12 提出書類の取扱い  

(1) 提出された全ての書類は返却しない。  

(2) 病院から指示がある場合を除いて、提出後の差し替え、記載内容の変更及び追加

資料の提出は認めない。  

(3) 提出された書類は、提出した者に無断で本件入札に係る審査以外には使用しな

い。 

 

13 その他 

（1）契約手続きについて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（2）入札の無効 

本件公告に示した競争入札資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる

義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（3）入札保証金 

地方独立行政法人くまもと県北病院契約規程第8条第1項第2号に定めるところに

より免除する。 

 



（4）契約金額 

落札者の金額に100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額と

する。 

（5）契約保証金 

地方独立行政法人くまもと県北病院契約規程第28条第1項第8号に定めるところに

より、免除する。 

（6）予定価格 

不開示 

（7）契約書の作成 

ア 落札者は、病院と契約書を取り交わすものとする。 

イ 落札者が前記アによる契約書の取り交わしをしないときは、落札決定を取 

り消す。また、落札決定を取り消された者は、損害賠償金として契約予定金額

の100分の5に相当する額を病院に支払わなければならない。 

ウ 契約書は2通作成し、病院及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。 

エ 契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 

オ 本契約は、病院が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、 

確定しないものとする。 

（8）特約事項 

必要な特約事項については、病院の契約書等に明示するが、当該変更・解除が行

われた場合の損害賠償の責めを負わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表】 

くまもと県北病院清掃管理業務委託総合評価一般競争入札 落札者決定基準 

以下の項目及び評価内容に基づき採点する（100点満点）。 


